
平成２０年度事業計画 

 

 

 

１ 語学指導等を行う外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）の推進 

 

ＪＥＴプログラムの一層の活用を促進するため、事業内容の充実を図るとともに、本プログラ

ムの意義・役割に対する地方自治体等の関係者の一層の理解を得られるよう、以下の取組みに特

に重点を置くほか、管理費用の縮減等により、効率的な事業運営に努める。 

○オリエンテーション及び研修事業 

再契約研修を中間研修へ統合することにより効率的な事業運営を図るほか、来日直後オリエ  

ンテーション、帰国前研修を開催する。 

 ○日本語講座事業、契約団体受入事業、カウンセリング事業 

ＪＥＴ参加者が実用的な会話能力が習得できるよう、前年度の日本語講座中級テキスト改訂に引

き続き、日本語講座初級・上級のテキストを改訂するとともに、言語教育コースの定員を拡充する。 

また、円滑な受入に資するよう契約団体用マニュアルを作成するとともに、新規契約団体等を対

象としたセミナーを開催する。さらに、取りまとめ団体のカウンセリング体制充実のため、担当者

研修会を実施する。 

○普及広報活動事業 

 ＪＥＴ参加者数を確保するため、海外広報とともに、地方公共団体への国内広報を重点的に  

実施する。また、ＪＥＴ経験者の事例集を作成し、地方公共団体との関係強化を推進する。 

 

 

２ 交流の推進 

 

相互理解の基盤となる文化・人的交流の促進とともに、地域の活性化に直接つながる経済的交

流促進に対する地方公共団体のニーズが一層高まっている現状に対応し、当協会は国内外の自治

体や関係機関とのネットワークや情報を生かしつつ積極的な役割を果たしていく必要がある。ま

た、昨今における厳しい地方財政の状況から、当協会の財政的支援に対する強い期待も引き続き

寄せられている。このような状況に対応するため、以下の取組みを行う。 

○各種の人的交流事業 

海外の自治体幹部職員等を招へいして地方自治の課題等について意見交換を行い、互いの地

域の地方自治制度等について理解を深めるとともに、海外の自治体等とのネットワーク構築を

推進する。 

また、歴史的・地理的にも密接な関係にある日本、中国及び韓国の相互理解と地方政府国際

交流機関相互の協力関係を強化するため、輪番制によるシンポジウムを開催するほか、地方公

共団体や民間の国際交流団体の職員等が一堂に会して行うワークショップを開催する。 

 



 ○経済的交流促進に資するセミナー等の開催 

   経済発展著しいアセアン地域の経済・産業・地方行政を実地に見聞し、現地の進出企業、地

方自治関係者等との意見交換等を通して人的ネットワークを構築し、地域経済活性化と交流に

資する機会を提供する（アセアン地域交流・体験ミッション事業）。  

また、中国主要都市において、観光・物産・企業誘致等の国際会議等における出展に関する

地方公共団体への情報提供、当協会借り上げブースのスペース提供、地方公共団体のＰＲを行

う（自治体ＰＲ活動サポート事業）。 

○姉妹交流等情報収集・発信事業 

姉妹交流ライブラリー事業を行うとともに、姉妹自治体交流の更なる活性化を図るため、創

意と工夫に富んだ取組みを行っている団体を表彰し、広く全国に紹介する。 

○「日仏１５０周年・日仏自治体交流会議」の充実に向けた取組み 

日本とフランスの交流１５０周年を記念して、フランスで「日仏自治体交流会議」が開催さ

れることを受け、フランスの自治体と姉妹提携等を結ぶ我が国の地方公共団体の積極的な参加

促進と支援に努め、日仏両国の更なる友好交流を推進する。 

○地域国際化施策支援特別対策事業（国際交流分） 

地方公共団体等の厳しい財政状況により、国際交流関係事業費の確保が困難な状況にあるこ

とから、地方公共団体・地域国際化協会が行う国際交流事業のうち、特に重要性、必要性の高

い事業に対し、財政支援を引き続き実施する。 

 

 

３ 国際協力の促進 

 

地方公共団体の国際協力は、他の国や地域の発展に貢献するとともに、人材や情報の交流を通

じて、自らの地域の発展にも資するものであり、当協会としても地方公共団体の国際協力を積極

的に支援していく必要がある。また、このような国際協力は、地域国際化協会や地域のＮＧＯと

連携・協力して取り組むことが効果的である。こうした点を踏まえつつ、以下の取組みを進める。 

○自治体国際協力促進事業（モデル事業） 

地方公共団体及び地域国際化協会が行う先駆性、地域特性、住民への事業効果等において優

れた国際協力事業（モデル事業）に対し引き続き一定の助成を行う。また、モデル事業の内容

をパネル化して各種イベントで展示するとともに、全国に向けて積極的な情報発信を行う。 

○自治体職員協力交流事業 

海外の自治体職員を日本の自治体が受け入れ、ノウハウ・技術等の研修と交流を行う協力交

流事業を推進する。なお、今年度より、新たな取組みとして、研修員の日本語研修を継続的に

フォローアップする仕組みの導入や研修報告書の翻訳等を行い地方公共団体の活用促進を図 

るほか、在住ブラジル人が多く居住する地方公共団体に対して、ブラジル人研修員の受入れを

積極的にＰＲする。 

 

 



○自治体国際協力専門家派遣事業 

卓越した専門的技術や豊富なノウハウ等を持つ地方公共団体職員を海外の自治体等に派遣 

し、技術指導や交流を通じた相互理解と関係の強化構築を図る。また、海外の自治体が求める

技術・ノウハウ等が近年、複雑・多様化していることから、こうした要望に適切に対応してい

くため、幅広い人材の発掘に努める。 

○市民国際プラザの設置・運営 

地方公共団体及び地域国際化協会とＮＧＯとの連携・協力による国際協力活動を支援するた

め、国際協力に関する情報収集・提供・相談を行うほか、創意工夫を凝らした国際協力イベン

トのブース出展、ワークショップの開催等により、ＮＧＯと連携した国際協力事業の重要性を

より積極的にＰＲする。 

 

 

４ 多文化共生の視点に立った地域国際化の支援 

 

我が国に居住する外国人が増加し「多文化共生」の重要性が高まる中、言語、文化、生活習慣

が異なる住民に対する生活支援、従前から居住する住民との円滑な日常生活の確保等は地方公共

団体が最前線で手探りで進めている現状にあり、経験・情報の共有に対する切実なニーズがある。

また、言語翻訳、研修等、個々の自治体が対応するより共同で取り組んだほうが効率的なものも

多い。このような現状を踏まえ、地方公共団体や地域国際化協会等の活動を様々な形で支援する

とともに、情報共有化の一層の促進を図るため、以下の取組みを推進する。 

○多文化共生促進事業 

平成１８年度に全面改定した「多言語生活情報」について、前年度の６言語に引き続き、未

翻訳の残り６言語の翻訳を行うほか、前年度に開発した「外国人住民相談相互支援システム」

の運用を開始し、実務に応じた使用例や操作方法等に係る説明会を開催することにより、シス

テムの利用促進を通じた外国人住民に対するサービスの向上を図る。 

また、地方公共団体職員等を対象に、在住外国人に関わる諸制度や諸課題について理解を深

め、知識の習得、企画・立案・調整能力の向上を図る機会を提供するほか、地域国際化協会が

実施する研修会や講演会に講師を派遣するなど、人材育成や事業開催に対する支援を行う。 

さらに、外国人向けの災害時対策が緊急課題となっていることを踏まえ、今年度から新たに、

昨年７月に発生した新潟県中越沖地震における支援活動の経験をもとに、外国人被災者支援の

あり方を検討する委員会を設置し、被災地での支援活動に関する汎用的なマニュアルを策定す

るとともに、それを地方公共団体等に提供する。また、地方公共団体等からの要望の高かった

「災害時多言語情報作成ツール」の利用研修会について、対象を国際関係所属職員だけではな

く、防災関係所属職員にまで拡充して開催する。 

○地域国際化協会活動支援事業  

地域国際化協会の全国組織である「地域国際化協会連絡協議会」の事務局として、引き続き

各種会議の開催や情報共有のためのウェブページの運用を通して各協会間の連携及びネット 

ワーク化を進めるとともに、各協会間の情報共有化の一層の促進を図る。 

 



○地域国際化協会等先導的施策支援事業 

地域国際化協会及び地域で国際化に資する活動を行う民間組織の実施する先導的な事業へ 

の助成を行う。 

○地域国際化施策支援特別対策事業（多文化共生分） 

 多文化共生事業の促進を図るため、地方公共団体・地域国際化協会が行う多文化共生事業の

うち、特に重要性、必要性の高い事業に対し、財政支援を引き続き実施する。 

 

 

５ 地域の国際化に対応できる人材の育成 

 

  地域の国際化を推進する人材の育成の重要性に鑑み、地方公共団体の多様なニーズに対応した

以下のような特色ある研修機会を設ける。また、当協会海外事務所や東京本部での実務経験や語

学等の研修も地方公共団体の人材育成の有効な場であることも考慮し、職員の派遣の円滑化に資

する適切な措置を講じる。 

○国際交流短期研修（ＣＬＡＩＲ国際塾） 

地方公共団体職員を対象に、語学研修及び海外の自治体の実情について実地に体験できる機

会を提供する。なお、今年度より、既存の３カ月間のアメリカコース及びヨーロッパコースに

加えて、１カ月間のアメリカコースを新設し、より参加しやすい環境を整える。 

○地方公務員海外派遣研修事業 

韓国、中国及び東南アジア諸国の各都市の地方行政や地域づくりを実地に見聞し、行政施策

の現状やその歴史的背景、住民生活を取り巻く経済社会状況等を理解することにより、自らの

自治体の施策推進のための示唆を得るとともに、国際感覚の涵養を図る機会を提供する。 

○多文化共生に関する研修（再掲） 

在住外国人に関わる諸制度や諸課題について理解を深め、多文化共生社会の進展に対応する

ための知識の習得、企画・立案・調整能力の向上を図る機会を提供する。 

 

 

６ 国内外の地方行財政に関する調査研究・情報収集及び提供 

 

地方公共団体の政策立案、地方行政に関する制度やその運用の検討に際し、諸外国の実情や制

度に関する情報収集・研究の重要性は益々高まっている。また、我が国の地方自治に関する情報

を海外に発信し、海外の自治制度の発展に寄与するとともに我が国地方行政に対する理解が深ま

るように努めることは、我が国の地方自治体にとっても大きな意義がある。このため、当協会海

外事務所のネットワークを生かし、地方公共団体等からの調査依頼に対しより質の高い情報を収

集・提供するとともに、以下の取組みを行う。 

○比較地方自治研究会の設置・運営 

諸外国の地方自治制度及びその運用等について専門的かつ継続的な調査研究を行うため、引

き続き研究会において、海外専門調査、各国の地方自治関係基本法制の収集・翻訳等を行う。 



○地方自治関係冊子の発行等 

国内外の地方自治に関する各種出版物の改定を行うほか、地方公共団体にとって関心の高い

テーマに係る調査結果については「クレア・レポート」等として取りまとめ、より効率的な形

で情報発信を行う。さらに、各海外事務所の担当地域の出来事等について定期的な情報発信を

行うなど、国内外の情報交流を一層促進する。 

○自治制度及び運用実態情報の海外への紹介に対する支援 

 諸外国に我が国の自治制度等を紹介するための資料を、引き続き政策研究大学院大学と連携

して作成・公表するとともに、同大学内に設置した「比較地方自治研究センター」において、

上記作成資料及び諸外国の資料が地方自治関係者に利用されるよう管理・運用を行う。 

 

 

７ 海外事務所の展開・活動 

 

 多様化する地方公共団体のニーズに応え、グローバル化時代の地方自治体の海外拠点としての

機能をより効果的に担うため、各担当地域の自治体、関係機関等との連携強化を図りつつ、以下

の取組みを行う。 

○海外活動支援 

地方自治関係者が海外で行う調査や視察等の活動に対し、訪問先のあっせん、アポイントメ

ントの取付け、事前の概要説明、資料提供、職員の同行等の活動支援を行う。 

○調査研究 

   地方公共団体等の依頼に応じ、諸制度やその運用状況等に関する調査、情報収集を行う。ま

た、各担当地域の地方自治制度、地域活性化事例等に係る調査研究を主体的に進め、その成果

をホームページや各種刊行物等により、広く地方自治関係者に提供する。 

○セミナー等の開催 

人的ネットワークの形成、交流の促進はもちろん、経済的分野に関わる地方公共団体の施策

遂行にも資するよう、各海外事務所の特色や各担当地域の実情に応じたセミナー等を開催す

る。また、各担当地域に駐在する我が国の地方公共団体職員等の研修、情報交換、ネットワー

ク形成等を目的としたセミナーを開催する。 

○ＪＥＴ経験者との連携促進 

 ＪＥＴ経験者との活発な交流を通じて人的ネットワークの充実を図ることにより、ＪＥＴプ

ログラムへの関心を高めるとともに、日本と各国及び地域間の交流推進や日本に対する理解の

促進を図る。 


